
７
月
１
日
火
開
始

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の

申
請
受
付
開
始

国
民
年
金
保
険
料
の

産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度

　
経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
や
、
過
去
に
申
請
を
忘

れ
て
い
た
な
ど
未
納
期
間
が
あ

る
方
は
問
い
合
わ
せ
先
へ
。
申

請
免
除
は
、
日
本
年
金
機
構
で
、

前
年
所
得
に
基
づ
い
て
審
査
が

行
わ
れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

が
出
産
し
た
際
に
、
出
産
前
後

の
一
定
期
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

希
望
す
れ
ば
、
付
加
保
険
料
の

納
付
も
可
能
で
す
。

●
免
除
さ
れ
る
期
間

　
（
産
前
産
後
期
間
免
除
）

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日

が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か

月
間
。
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が

属
す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら
６

●
免
除
対
象
期
間

　
７
月
分
～
令
和
８
年
６
月
分

※
過
去
の
期
間
は
申
請
日
か
ら

原
則
２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請
が

で
き
ま
す
。

●
持
ち
物

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎

年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の

か
月
間
。

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日（
４

か
月
）以
上
の
出
産（
死
産
、

早
産
、
流
産
お
よ
び
人
工
妊

娠
中
絶
を
含
む
）。

●
産
前
産
後
期
間
免
除
の

　
メ
リ
ッ
ト
！

・
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と

し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

額
に
反
映
さ
れ
る

・
支
払
済
み
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
原
則
、
還
付（
返
金
）

さ
れ
る

※
失
業
な
ど
の
特
例
免
除
を
申

請
す
る
場
合
…

　
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪

失
確
認
通
知
書
の
う
ち
い
ず

れ
か
１
点（
コ
ピ
ー
可
）

■
臨
時
特
例
措
置
の
終
了

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
所
得
が
相

当
程
度
ま
で
下
が
っ
た
場
合
の

臨
時
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す

・
付
加
保
険
料
の
納
付
も
可
能
。

た
だ
し
、
届
出
し
た
月
か
ら

開
始

●
対
象

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

で
出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１

日
以
降
の
方

※
任
意
加
入
の
方
は
対
象
外

●
届
出
方
法

　
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か

ら
、
ま
た
は
出
産
後
に
届
書
を

問
い
合
わ
せ
先
へ

※
す
で
に
国
民
年
金
保
険
料
が

免
除
・
納
付
猶
予
、
学
生
納

付
特
例
が
承
認
さ
れ
て
い
る

場
合
で
も
届
出
し
て
く
だ
さ

い
。

●
持
ち
物

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎

年
金
番
号
が
わ
か
る
書
類

・
出
産
日
ま
た
は
出
産
予
定
日

が
わ
か
る
書
類（
母
子
健
康

手
帳
な
ど
）

・
別
世
帯
の
子
の
場
合
、
出
生

証
明
書
な
ど
出
産
日
お
よ
び

親
子
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

・
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
持

参
の
場
合
は
不
要
）

●
問
い
合
わ
せ

・
半
田
年
金
事
務
所

☎
０
５
６
９（
２
１
）２
３
７
５

・
保
険
医
療
課　
内
線
１
５
５

●
対
象
期
間

　
令
和
５
年
６
月
分
の
み

●
申
請
期
間

　
令
和
７
年
７
月
中

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ

・
半
田
年
金
事
務
所

☎
０
５
６
９（
２
１
）２
３
７
５

・
役
場
保
険
医
療
課

　
内
線
１
５
５

後
期
高
齢
者

福
祉
医
療
費
受
給
者

証
の
更
新
申
請
書
の

提
出
は
お
早
め
に
！

●
有
効
期
限
が
令
和
７
年
7
月

31
日
の
後
期
高
齢
者
福
祉
医

療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
へ

　
６
月
上
旬
に「
更
新
申
請
書
」

を
郵
送
し
、
６
月
24
日（
火
）ま

で
に
保
険
医
療
課
へ
提
出
す
る

よ
う
に
案
内
し
て
い
ま
す
。「
更

新
申
請
書
」の
提
出
が
な
い
場

合
は
新
し
い
受
給
者
証
の
発
行

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ま
だ
提

出
が
お
済
み
で
な
い
方
は
早
急

に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
申

請
書
を
提
出
し
た
方
で
審
査
の

結
果
引
き
続
き
対
象
と
な
る
方

に
は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い
受

給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
保
険
医
療
課　
内
線
１
５
３
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